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令和７年１０月１６日 

京都市行財政局市税事務所 

納 税 室 収 納 対 策 担 当 

 

市税の滞納整理強化期間（１１・１２月の取組） 

 

税負担の公平性と市税収入を確保するため、京都市は滞納市税の徴収に取り組んでいます。 

本年１１月と１２月を｢滞納整理強化期間｣とし、積極的に取組を進めていきます。 

 

１  期間 

 令和７年１１月１日～１２月２８日 

 

２  取組内容 

昼間や平日に連絡がとれない方に対し、夜間や休日に電話等で、納税のお知らせや納付

指導を実施します。また、財産があるにも関わらず納付されない場合は、差押等の滞納処

分を行います。 
 
 

３  お問合せ先 

京都市行財政局市税事務所納税室収納対策担当 

０７５－２２２－４１０３ 

 


